
 1 / 32 

 

審決 

 

不服２０１７－１６８４１ 

 

 東京都板橋区坂下３丁目３５番５８号 

 請求人 ＤＩＣ株式会社 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 河野 通洋 

 

 

 特願２０１６－３３１３３「ネマチック液晶組成物」拒絶査定不服審判事件

〔平成２８年６月２日出願公開、特開２０１６－１０２２２２〕について、次

のとおり審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯等 

 

 １ 分割の経緯 

 本願の原出願にあたる特願２００５－３１６１６８号は、平成１７年１０月

３１日に出願され、その一部は、平成２４年９月２７日に特願２０１２－２１

４１１２号として分割され、さらにその一部は、平成２６年６月１９日に特願

２０１４－１２６２７５号として分割され、さらにその一部は、平成２６年１

０月３日に特願２０１４－２０４７９４号として分割され、そして、さらにそ

の一部を、平成２８年２月２４日に新たな特許出願としたものが本願である。 

 

 ２ 本願の手続の経緯 

 本願の出願後の手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 

平成２８年１０月２０日  手続補正書（自発）・上申書提出 

平成２９年 ２月１７日付 拒絶理由通知 

   同年１０年１７日付 拒絶査定 

   同年１１月１３日  審判請求書・手続補正書提出 

平成３０年 １月３０日付 前置報告 

 

第２ 特許請求の範囲の記載（本願発明） 

 

 本願の請求項１に係る発明は、審判請求時になされた平成２９年１１月１３

日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された、次のとおりのも

のである（以下、当該請求項１に係る発明を単に「本願発明」という。）。 

 なお、当該手続補正は、特許法第１７条の２第５項第１号に掲げられた請求
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項の削除を目的として、補正前の請求項２～５を削除するものであり、請求項

１の記載に変更はない。 

「【請求項１】 

第一成分として構造式(1)、 

【化１】 

 
で表される化合物を 30～65%含有し、第二成分として一般式(2) 

【化２】 

 
(式中、R1 は炭素数 1～15 のアルキル基又は炭素数 2～15 のアルケニル基であ

り、B1、B2、B3 はそれぞれ独立的に(a) トランス-1,4-シクロへキシレン基(こ

の基中に存在する 1 個の CH2 基又は隣接していない 2 個以上の CH2 基は -O- 

に置き換えられてもよい)(b) 1,4-フェニレン基(この基中に存在する 1 個の CH2

基又は隣接していない 2 個以上の CH2 基は -N- に置き換えられてもよい)から

なる群より選ばれる基であり、上記の基(a)、基(b)は CH3 又はハロゲンで置換

されていても良く、 

L1、L2、L3 はそれぞれ独立的に単結合、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-

OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-又は-C≡C-を表し、 

Q1 は-OCH2-、-OCF2-、-OCHF-、-CF2-、または単結合であり、X1～X3 はそれ

ぞれ独立して H、F 又は Cl である。)で表される化合物群から選ばれる３種以

上の化合物を含有し、下記化合物を含有する液晶媒体を除く、 

 

【化３】 

 
ネマチック液晶組成物。」 

 

第３ 原査定の概要 
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 原査定は、平成２９年２月１７日付け拒絶理由通知書に記載した理由、具体

的には、本願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定

する要件を満たしていない点（サポート要件）、及び、本願発明は、特許法第

２９条の２の規定により、特許を受けることができない点（拡大先願）によっ

て、拒絶すべきものとした。 

 なお、本件の請求人は、上記拒絶理由通知に対して、何ら応答をしなかった。 

 

第４ 当審の判断 

 

 １ サポート要件についての当審の判断 

 本願の特許請求の範囲の記載は、サポート要件に適合しない、と判断する。 

 以下、その理由について詳述する。 

 なお、当該サポート要件の判断にあたっては、特許請求の範囲の記載と発明

の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の

詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該

発明の課題を解決できると認識できる範囲又は発明の詳細な説明に記載や示唆

がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると

認識できる範囲（両範囲をまとめて「発明の詳細な説明に記載された範囲」と

いう。）のものであるか否かを検討する。 

 (1) 特許請求の範囲の記載 

 本願の特許請求の範囲の記載（請求項１の記載）は、上記「第２」のとおり

である。 

 (2) 発明の詳細な説明に記載された範囲 

 ア 発明の詳細な説明の記載 

 発明の詳細な説明の【０００１】～【０００８】には、【技術分野】及び

【背景技術】について記載され、同【０００９】には、【発明が解決しようと

する課題】について、次のように記載されている。 

 ・「【０００９】 

 本発明が解決しようとする課題は、液晶相温度範囲が広く、粘性が低いアク

ティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供すること、また、この液

晶組成物を使用した動作温度範囲が広いアクティブマトリクス型液晶表示素子

を提供することにある。」 

 また、同【００１０】、【００１１】には、【課題を解決するための手段】

について、特許請求の範囲の記載と同様の内容が記載され、同【００１３】に

は、【発明の効果】について、次のように記載されている。 

 ・「【００１３】 

 本発明の液晶化合物の組み合わせによって、非常に粘性が低く、低温で安定

したネマチック相を持ち、液晶相温度範囲が広く、広い範囲で屈折率異方性

（∆n=0.05～0.15）を調整でき、かつ信頼性に優れたアクティブマトリクス型液

晶表示素子用液晶組成物が得られた。この組成物を用いることにより、動作温

度範囲が広いアクティブマトリクス型液晶表示素子が提供され、反射または半

透過モード等の液晶ディスプレイとして非常に実用的である。」 
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 さらに、同【００１４】～【００２１】には、第一成分及び第２成分につい

て、同【００２２】～【００２９】には、第三成分について、それぞれ次のよ

うに記載されている。 

 ・「【発明を実施するための最良の形態】 

【００１４】 

 本願発明における液晶組成物において、第一成分として構造式(1)で表される

化合物の含有率は 30～65%であるが、40～60 質量％の範囲であることが好まし

い。 

【００１５】 

第二成分として一般式(2)で表される化合物群から 1 種または 2 種以上を含有す

るが、1 種～10 種が好ましく、1 種～7 種がより好ましく、2 種～5 種がさらに

好ましい。 

【００１６】 

 第二成分として一般式(2)で表される化合物群から選ばれる 1 種または 2 種以

上の化合物の含有率は、5～30 質量％の範囲であることが好まく、10～20 質

量％の範囲であることがより好ましい。また、R1 は炭素数 1～10 のアルキル基

又は炭素数 2～10 のアルケニル基、炭素数 2～10 のアルキル基中に存在する 1

個の CH2 基が-O-により置き換えられたものが好ましく、未置換の直鎖状炭素

数 1～8 のアルキル基又は炭素数 2～8 のアルケニル基、炭素数 2～8 のアルキ

ル基中に存在する 1 個の CH2 基が-O-により置き換えられたものがより好まし

く、アルケニル基では以下の式(a)～(e)の構造がさらに好ましい。 

【００１７】 

【化３】 

 
(構造式は右端で環に連結しているものとする。) 

【００１８】 

 B1、B2 及び B3 はトランス-1,4-シクロへキシレン基、1,4-フェニレン基、3-

フルオロ-1,4-フェニレン基又は 3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基が好ましく、

1,4-フェニレン基又はトランス-1,4-シクロへキシレン基がより好ましい。L1、

L2 及び L3 は、単結合、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-

OCF2-、-CF2O-又は-C≡C-であるが、-CH2CH2-、-OCF2-、-CF2O-又は単結合が

好ましく、-CH2CH2-、-CF2O-又は単結合がより好ましく、-CH2CH2-又は単結

合が特に好ましい。 

【００１９】 

 Q1 は-OCH2-、-OCF2-、-OCHF-、-CF2-、または単結合であるが、-OCF2-、-

CF2-、または単結合が好ましく、単結合がより好ましい。X1～X3 はそれぞれ

独立して H、F 又は Cl であるが、-H、-F が好ましく、X2 は F が好ましい。 

【００２０】 

 さらに詳述すると、一般式（2）の具体的な構造として以下の化合物が好ま

しい。 

【００２１】 
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 【化４】 

 
（式中 R1 はそれぞれ独立して、炭素数 1～15 のアルキル基又は炭素数 2～15

のアルケニル基を表す。）」 

 ・「【００２２】 

 組成物の物性値を調整し、さらに低粘性化、低電圧化を達成させるために第

三成分として、一般式(3) 

【００２３】 

【化５】 

 
(式中、R2 は R1 と同じ意味を表し、 

B4 は B1 と同じ意味を表し、 

L4、L1 と同じ意味を表し、 

B4 及び L4 が複数存在する場合はそれらは同一でも良く異なっていても良く、

m は 0、1 又は 2 であり、 
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n は 0 又は 1 であり、 

Q2 は-OCH2-、-OCF2-、-OCHF-、-CF2-、または単結合であり、X4～X8 はそれ

ぞれ独立して H、F 又は Cl である。) で表される化合物群から選ばれる 1 種も

しくは 2 種以上の化合物含有することが好ましい。 

【００２４】 

 第三成分として一般式(3)で表される化合物群を 2 種～15 種含有することが好

ましく、2 種～10 種がより好ましく、4 種～7 種がさらに好ましい。 

【００２５】 

 第三成分として一般式(3)で表される化合物群から選ばれる 1 種または 2 種以

上の化合物の含有率は、5～30 質量％の範囲であることがより好ましく、10～

30 質量％の範囲であることがさらに好ましい。また、R3～R5 は、炭素数 1～

10 のアルキル基又は炭素数 2～10 のアルケニル基が好ましく、未置換の直鎖状

炭素数 1～8 のアルキル基又は炭素数 2～8 のアルケニル基がより好ましく、ア

ルケニル基では式(a)～(e)の構造がさらに好ましい。 

【００２６】 

 B4 はトランス-1,4-シクロへキシレン基、1,4-フェニレン基、3-フルオロ-1,4-

フェニレン基又は 3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基が好ましく、1,4-フェニレン

基又はトランス-1,4-シクロへキシレン基がより好ましい。L4 は、単結合、-

CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-又は-C≡C-であるが、

-CH2CH2-、-OCF2-、-CF2O-又は単結合が好ましく、-CH2CH2-、-CF2O-又は単

結合がより好ましく、-CH2CH2-又は単結合が特に好ましい。m は 0、1 又は 2

であり、n は 0 又は 1 であるが、m+n は 1 又は 2 が好ましい。 

【００２７】 

 Q2 は-OCH2-、-OCF2-、-OCHF-、-CF2-、または単結合であるが、-OCF2-、-

CF2-、または単結合が好ましく、単結合がより好ましい。X4～X8 はそれぞれ

独立して H、F 又は Cl であるが、-H、-F が好ましく、X8 は F が好ましい。 

【００２８】 

 さらに詳述すると、一般式(3)は、具体的な構造として以下の一般式で表され

る化合物が好ましい。 

【００２９】 

【化６】 
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（式中、R2 はそれぞれ独立して、炭素数 1～15 のアルキル基又は炭素数 2～15

のアルケニル基を表す。）」 

 同【００３３】～【００５０】には、【実施例】について、次のように記載

されている。 

 ・「【実施例】 

【００３３】 

 以下に実施例を挙げて本発明を更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に

限定されるものではない。また、以下の実施例および比較例の組成物における

「％」は『質量％』を意味する。 

【００３４】 

TN-I：ネマチック相－等方性液体相転移温度(℃)を液晶相上限温度とする 

T→N：固体相又はスメクチック相－ネマチック相転移温度(℃)を液晶相下限温

度 

 とする。 

∆ε：誘電率異方性 

∆n：屈折率異方性 

γ1：回転粘性 

HR：60℃での保持率(%)(セル厚 6µm の TN-LCD に注入し、5V 印加、フレーム

タイム 200ms、パルス幅 64µs で測定したときの測定電圧と初期印加電圧との比

を%で表した値。) 

 化合物記載に下記の略号を使用する。 

末端の n(数字) CnH2n+1- 
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2  -CH2CH2- 

On -OCnH2n+1 

F  -F 

CFFF -CF3 

OCFFF -OCF3 

ndm-  CnH2n+1-C=C-(CH2)m-1- 

nOm-  CnH2n+1-O-(CH2)m-1- 

-E-  -COO- 

-T-  -C≡C- 

【００３５】 

【化７】 

 
【００３６】 

(実施例 1～3) 液晶組成物の調整 

 以下に示すネマチック液晶組成物(No.1)、(No.2)及び(No.3)を調整しその物性

値を測定し、その結果を表 1 に示す。 

【００３７】 

 

【表１】 

 
【００３８】 
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 実施例 1～3 のネマチック液晶組成物(No.1)～(No.3)特性は、ネマチック相-等

方性液体相転移温度（TN-I）、固体相又はスメクチック相－ネマチック相転移

温度（T→N）、誘電率異方性（∆ε）、屈折率異方性（∆ｎ）全ての特性におい

て所望の値を示した。また粘性も低く、パネルの応答速度も良好であり、さら

に加熱 150℃1 時間後の保持率も初期の値を保っており信頼性が良好であった。 

【００３９】 

(比較例 1～3) 液晶組成物の調整 

 比較例として以下に示すネマチック液晶組成物(R1)～(R3)を調整しその物性

値を測定し、その結果を表 2 に示す。 

【００４０】 

 

【表２】 

 
【００４１】 

 比較例 1～比較例 3 は第一成分の含有量を 30%としたものだが、実施例と比

較して粘性が高いものであった。 

【００４２】 

(比較例 4) 液晶組成物の調整 

 比較例として以下に示すネマチック液晶組成物(R4)を調整しその物性値を測

定し、その結果を表 3 に示す。 

【００４３】 

 

【表３】 
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【００４４】 

 比較例 4 ネマチック液晶組成物(R4)は粘性が実施例と比較して高くパネルの

応答速度が十分に高速ではなかった。またネマチック相-等方性液体相転移温度

（TN-I）が 65℃と低く、液晶相の温度範囲が狭いため実用的な液晶組成物とし

ては使用することができないものであった。 

【００４５】 

(比較例 5～8) 液晶組成物の調整 

 比較例として以下に示すネマチック液晶組成物(R5)～(R8)を調整しその物性

値を測定し、その結果を表 4 に示す。 

【００４６】 

 

【表４】 
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【００４７】 

 比較例 5～比較例 8 のネマチック液晶組成物(R5)～(R8)の特性は、ネマチック

相-等方性液体相転移温度（TN-I）は高いものの粘性が実施例と比較して高くパ

ネルの応答速度が十分に高速ではなかった。 

【００４８】 

(比較例 9) 液晶組成物の調整 

 比較例として以下に示すネマチック液晶組成物(R9)を調整しその物性値を測

定し、その結果を表 4 に示す。 

【００４９】 

 

【表５】 
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【００５０】 

 比較例 9 のネマチック液晶組成物(R9)の特性は、ネマチック相-等方性液体相

転移温度（TN-I）は高いものの粘性が実施例と比較して高くパネルの応答速度

が十分に高速ではなかった。」 

 イ 本願発明の課題 

 発明の詳細な説明の上記【０００９】などの記載によれば、本願発明（ネマ

チック液晶組成物）の課題は、液晶相温度範囲が広く、粘性が低いアクティブ

マトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供することにあるということがで

きる。 

 ウ 発明の詳細な説明に記載された範囲の検討 

 上記イのとおり、本願発明の課題は、「液晶相温度範囲が広く、粘性が低い」

という特性（以下、単に「所望特性」という。）を得ることにあるから、本願

発明に係るネマチック液晶組成物と、当該「所望特性」との因果関係（本願発

明が具備する構成により、当該「所望特性」を得るに至る、すなわち課題解決

に至る作用機序）に着目しながら、発明の詳細な説明を仔細にみてみる。 

 発明の詳細な説明の【００１４】～【００２１】には、本願発明が具備する

第一成分及び第二成分についての記載を認めることができるものの、これらの

成分（特に、これらの特定の化学構造）が、上記「所望特性」にもたらす影響

については何ら記載されていないから、当業者は、当該記載から、これらの成
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分と「所望特性」との因果関係（作用機序）を理解することはできない。 

 また、同【００２２】～【００２９】には、本願発明の必須成分ではない第

三成分について記載されているところ、そこには、「組成物の物性値を調整し、

さらに低粘性化、低電圧化を達成させるために第三成分として・・・で表され

る化合物群から選ばれる 1 種もしくは 2 種以上の化合物含有することが好まし

い。」（【００２２】、【００２３】）との記載があるから、当該第三成分は、

上記「所望特性」に少なからず寄与するものということができる。 

 さらに、同【００３３】～【００５０】の【実施例】には、上記第一成分及

び第二成分を有するネマチック液晶組成物の具体例として、実施例１～３

（【００３７】【表１】参照）及び比較例１～３（【００４０】【表２】参照）

が記載されていることが分かる。そして、同表によれば、これらの具体例はい

ずれも、第一成分として、「０ｄ１－Ｃｙ－Ｃｙ－３」を、第二成分として、

「２－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐｈ１―Ｆ」、「３－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐｈ１―

Ｆ」、「４－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐｈ１―Ｆ」という特定の３種を有する上、

「第三成分」をはじめとする他の化合物を別途含有するものであることが見て

取れる。また、同【実施例】に記載された比較例４～９は、いずれも第一成分、

第二成分及び第三成分のすべてを含有していないため、これらの比較例の結果

を上記実施例などの結果と比較しても、第一成分及び第二成分のみによる効用

を読み取ることはできない（第一成分及び第二成分のみによる効用か、上記

「所望特性」の影響因子であることが明記されている第三成分による効用かを

判別できない。）。 

 そうすると、当該【実施例】の記載に接した当業者は、上記の表に記載され

た「ＴＮ－Ｉ（℃）」、「Ｔ→Ｎ（℃）」、「γ１」などの数値から、上記実

施例などの具体例が、「所望特性」を発現するものであることを理解すること

ができるものの、上記のとおり、発明の詳細な説明には、第一成分及び第二成

分（その特定の化学構造）が「所望特性」に与える影響について明示的な記載

はない上、第三成分は当該「所望特性」の影響因子であることが明記されてい

るのであるから、当業者といえども、当該具体例が発現する「所望特性」が、

第一成分及び第二成分のみに依拠するとまで理解することはできないと考える

のが合理的である。 

 加えて、仮に、第二成分が「所望特性」に大きな影響を与えるものであると

しても、上記のとおり、その特定の化学構造と「所望特性」との因果関係（作

用機序）は不確かであるといわざるを得ないから、当業者は、上記【実施例】

に記載された具体的な３種の化合物、すなわち、「２－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐ

ｈ１―Ｆ」、「３－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐｈ１―Ｆ」、「４－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐ

ｈ―Ｐｈ１―Ｆ」を特定の配合量で用いた態様、あるいは、これと同等の効用

を発現することが技術常識からみて明らかな態様の場合に限り、上記「所望特

性」を発現し、もって、本願発明の課題を解決することができると認識するこ

とができるかもしれないが、それ以外の場合についてまで、当業者は、本願発

明の課題を解決することができるとは認識しないというべきである。 

 (3) サポート要件についての検討 

 本願発明は、上記(1)のとおり、第一成分及び第二成分以外の成分を含有する
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ことを許容するものであるとともに、第二成分は、上記【実施例】に記載され

た具体的な３種以外の、広範な化合物をその範疇とするものであり、また、そ

の配合量も限定されないものであることが分かる。 

 一方、上記(2)のとおり、「発明の詳細な説明に記載された範囲」は、第一成

分及び第二成分のみから構成される組成物であるとまではいえないし（第一成

分と第二成分を具備しすれば本願発明の課題が解決できるとはいえないため）、

また、当該第二成分についても、「発明の詳細な説明に記載された範囲」とし

て認められる第二成分の範囲は、上記【実施例】に記載された具体的な３種を

特定の配合量で用いた場合か、技術常識からみてこれと同様の効用を発現する

と推認できる場合に限られるというべきところ、当該具体的な３種を特定の配

合量で用いた場合と同様の効用を発現すると推認できる場合が、本願発明の第

二成分の範囲にまで拡張ないし一般化できると認めるに足りる技術常識は見当

たらない。 

 そうすると、特許請求の範囲に記載された発明（本願発明）は、「発明の詳

細な説明に記載された範囲」のものであるとは認められないから、本願の特許

請求の範囲の記載はサポート要件に適合するとはいえない。 

 

 ２ 拡大先願についての当審の判断 

 本願発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公

報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願（先願）の願書に最初に添付さ

れた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、

この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一で

はなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同

一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができ

ない、と判断する。 

＜先願＞ 

 原査定において先願２として示された特願２００６－１４４８６１号 

（出願公開：特開２００６－３２８３９９号、優先日：２００５年５月２５日、

以下、当該先願２を単に「先願」といい、当該「先願」の願書に最初に添付さ

れた明細書、特許請求の範囲又は図面を「先願明細書等」（ただし、優先権主

張が認められる部分）という。） 

 以下、その理由について詳述する。 

 (1) 先願明細書等の記載 

 ア 特許請求の範囲 

 ・「【請求項１】 

 液晶媒体であって、 

－式Ｉ： 

【化１】 
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で表される誘電的に中性の化合物を含む、誘電的に中性の成分である成分Ａ、 

および 

－３より大の誘電異方性を有する１種または２種以上の誘電的に正の化合物を

含む、誘電的に正の成分である成分Ｂ、 

を含むこと、および、前記媒体中の成分Ａの濃度が、２０％～８０％の範囲で

あることを特徴とする、前記液晶媒体。 

【請求項２】 

 媒体中の成分Ａの濃度が、２５％～６０％の範囲であることを特徴とする、

請求項１に記載の液晶媒体。 

【請求項３】 

 誘電的に正の成分である成分Ｂが、式ＩＩおよびＩＩＩ： 

【化２】 

 
式中、 

Ｒ２およびＲ３は、互いに独立して、１～７個のＣ原子を有するアルキル、ア

ルコキシ、フッ化アルキルまたはフッ化アルコキシ、２～７個のＣ原子を有す

るアルケニル、アルケニルオキシ、アルコキシアルキルまたはフッ化アルケニ

ルであり、 

 

【化３】 

 
は、互いに独立して、 

【化４】 
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であり、 

Ｌ２１、Ｌ２２、Ｌ３１およびＬ３２は、互いに独立して、ＨまたはＦであり、 

Ｘ２およびＸ３は、互いに独立して、ハロゲン、１～３個のＣ原子を有するハ

ロゲン化アルキルもしくはアルコキシ、または２もしくは３個のＣ原子を有す

るハロゲン化アルケニルもしくはアルケニルオキシであり、 

Ｚ３は、－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＦ２ＣＦ２－、－ＣＯＯ－、トランス－ＣＨ

＝ＣＨ－、トランス－ＣＦ＝ＣＦ－、－ＣＨ２Ｏ－または単結合であり、そし

て 

ｌ、ｍ、ｎおよびｏは、互いに独立して、０または１である、 

で表される化合物の群から選択される、１種または２種以上の化合物を含むこ

とを特徴とする、請求項１または２に記載の液晶媒体。」 

 イ 技術分野・背景技術 

 ・「【技術分野】 

【０００１】 

 本発明は、液晶媒体、およびこれら媒体を含む液晶ディスプレイ、特に、ア

クティブマトリクスによってアドレスされるディスプレイ、および特にねじれ

ネマチック（ＴＮ）型またはインプレインスイッチング（ＩＰＳ）型のディス

プレイに関する。 

【背景技術】 

【０００２】 

 液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）は情報の表示に広く用いられている。ＬＣＤは、

直視型ディスプレイおよびプロジェクション型ディスプレイに用いられている。

用いられている電気光学モードは、例えば、ねじれネマチック（ＴＮ）モード、

超ねじれネマチック（ＳＴＮ）モード、光学補償ベンド（ＯＣＢ）モードおよ

び電界制御複屈折（ＥＣＢ）モードと、それらを種々に改変したものなどであ

る。これらのモードは全て、基板と液晶層にそれぞれ実質的に直角な電界を用

いている。これらのモードの他に、基板と液晶層にそれぞれ実質的に平行な電

界を用いる電気光学モードもあり、例えばインプレインスイッチング（ＩＰＳ）

モード（例えば特許文献１および特許文献２に開示のもの）である。特にこの

電気光学モードは新しいデスクトップモニター用のＬＣＤに用いられ、マルチ

メディア用途のディスプレイへの応用が想定されている。本発明による液晶は、

この型のディスプレイに好ましく用いられる。 

【０００３】 

 これらのディスプレイには、改善された特性を有する新しい液晶媒体が必要

とされる。特に、応答時間は多種の用途に対して改善する必要がある。従って、
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低い粘度（η）、特に低い回転粘度（γ１）を有する液晶媒体が必要とされる。

回転粘度は、７５ｍＰａ・ｓ以下、好ましくは６０ｍＰａ・ｓ以下、そして特

に５５ｍＰａ・ｓ以下であるべきである。このパラメータに加えて、媒体は、

好適な広い範囲のネマチック相を示さねばならず、適切な複屈折（∆ｎ）およ

び誘電異方性（∆ε）は、合理的に低い動作電圧を許容するよう十分高くなけれ

ばならない。好ましくは ∆ε は４より大であり、非常に好ましくは５より大で

あり、しかし好ましくは１５以下、特に１２以下であり、これは、少なくとも

合理的に高い比抵抗値に対して弊害をもたらすからである。」 

 ウ 解決課題 

 ・「【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 

 従って、実用用途に適切な特性を有する、例えば広いネマチック相の範囲、

適当な光学異方性 ∆ｎ、用いるディスプレイモードに依存して、高い ∆ε およ

び特に低い粘度などを有する液晶媒体に対する、重大な要請が存在する。 

【課題を解決するための手段】 

【０００８】 

 驚くべきことには、好適に高い ∆ε、好適な相範囲および ∆ｎを有し、従来技

術の材料の欠点を示さないか、または少なくとも有意に少ない程度においての

み示す液晶媒体が実現できることが見出された。」 

 エ 各成分について 

 ・「【０００９】 

 本願によるこれらの改善された液晶媒体は、少なくとも以下の成分： 

－式Ｉ： 

【化１】 

 
で表される誘電的に正の化合物を含む、誘電的に中性の成分である成分Ａ、お

よび 

－３より大の誘電異方性を有する１種または２種以上の誘電的に正の化合物を

含む、誘電的に中性の成分である成分Ｂ、 

を含み、そして前記媒体中の成分Ａの濃度は、２０％～８０％、より好ましく

は２５％～７０％、さらにより好ましくは３０％～６５％、そして最も好まし

くは３５％～６０％の範囲である。」 

 ・「【００１４】 

 本発明の好ましい態様において、成分Ｂは、３より大の誘電異方性を有する

１種または２種以上の誘電的に正の化合物であって、式ＩＩ－１およびＩＩ－

２： 

【化５】 



 18 / 32 

 

 
式中、パラメータは上の式ＩＩで与えられたそれぞれの意味を有し、式ＩＩ－

１においてパラメータＬ２３およびＬ２４は、互いにおよび他のパラメータと

は独立して、ＨまたはＦである、 

で表される群から選択される前記化合物を含み、より好ましくは主として前記

化合物からなり、さらにより好ましくは殆ど完全に前記化合物からなり、そし

て最も好ましくは完全に前記化合物からなる。 

【００１５】 

 好ましくは成分Ｂは、式ＩＩ－１およびＩＩ－２で表され、式中Ｌ２１およ

びＬ２２またはＬ３１およびＬ３２は両方ともＦである化合物の群から選択さ

れる化合物を含む。 

 好ましい態様において、成分Ｂは、式ＩＩ－１およびＩＩ－２で表され、式

中Ｌ２１、Ｌ２２、Ｌ３１およびＬ３２は全てＦである化合物の群から選択さ

れる化合物を含む。 

【００１６】 

 好ましくは成分Ｂは、１種または２種以上の式ＩＩ－１で表される化合物を

含む。好ましくは式ＩＩ－１で表される化合物は、式ＩＩ－１ａ～ＩＩ－１

ｅ： 

【化６】 
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式中、パラメータは上で与えられたそれぞれの意味を有する、 

で表される化合物の群から選択される。 

【００１７】 

 好ましくは成分Ｂは、式ＩＩ－１ａ～ＩＩ－１ｅで表され、式中Ｌ２１およ

びＬ２２またはＬ３１およびＬ３２は両方ともＦである化合物の群から選択さ

れる化合物を含む。 

 好ましい態様において、成分Ｂは、式ＩＩ－１ａ～ＩＩ－１ｅで表され、式

中Ｌ２１、Ｌ２２、Ｌ３１およびＬ３２は全てＦである化合物の群から選択さ

れる化合物を含む。 

【００１８】 

 式ＩＩ－１で表される特に好ましい化合物は、 

【化７】 
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であり、式中、Ｒ２は、上で与えられた意味を有する。」 

 ・「【００２１】 

 本発明のさらに好ましい態様において、成分Ｂは、３より大の誘電異方性を

有する１種または２種以上の誘電的に正の化合物であって、式ＩＩＩ－１およ

びＩＩＩ－２： 

【化１０】 

 
式中、パラメータは上の式ＩＩＩで与えられたそれぞれの意味を有する、 

で表される群から選択される前記化合物を含み、より好ましくは主として前記

化合物からなり、さらにより好ましくは殆ど完全に前記化合物からなり、そし

て最も好ましくは完全に前記化合物からなる。 

・・・ 

【００２３】 

 好ましくは成分Ｂは、１種または２種以上の式ＩＩＩ－２で表される化合物

を含む。好ましくは式ＩＩＩ－２で表される化合物は、式ＩＩＩ－２ａ～ＩＩ

Ｉ－２ｇ： 

【化１２】 
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【化１３】 

 
式中、パラメータは上で与えられたそれぞれの意味を有する、 

で表される化合物の群から選択される。 

・・・ 

【００３０】 
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 好ましくは成分Ｂは、１種または２種以上の式ＩＩＩ－２ｇで表される化合

物を含み、これは好ましくは、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３： 

【化２０】 

 
式中、Ｒ３は、上で与えられた意味を有する、 

で表される化合物の群から選択される。」 

 オ 特性について 

 ・「【００５７】 

 本発明による液晶媒体は、７０℃以上、好ましくは７５℃以上、そして特に

８０℃以上の透明点によって特徴付けられる。 

 本発明による液晶媒体の、５８９ｎｍ（ＮａＤ）および２０℃における ∆ｎ

は、好ましくは０．０６０以上～０．１３５以下の範囲、より好ましくは０．

０７０以上～０．１２５以下の範囲、そして最も好ましくは０．０８０以上～

０．１２０以下の範囲である。 

【００５８】 

 本発明による液晶媒体の、１ｋＨｚおよび２０℃における ∆ε は、４．０以

上である。 

 好ましくは本発明の媒体のネマチック相は、少なくとも０℃以下から７０℃

以上まで、より好ましくは少なくとも－２０℃以下から７０℃以上、最も好ま

しくは少なくとも－３０℃以下から７５℃以上、そして特に、少なくとも－４

０℃以下から７５℃以上まで広がっている。」 

 カ 具体例について 

・「【０１０９】 

例１４ 

 次の表に与えられた組成と特性を有する液晶混合物を作製する。 

【表１９】 
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 この混合物は、有利な ∆ｎ値、高い ∆ε 値、および低い回転粘度を有する。

従ってこれは、ＴＮモードで作動するディスプレイに非常によく適している。」 

 (2) 先願明細書等に記載された発明（先願発明） 

 先願明細書等の特許請求の範囲の請求項３（請求項１及び請求項２を引用す

るもの）には、次の発明が記載されているといえる。 

「液晶媒体であって、 

－式Ｉ： 

【化１】 

 
で表される誘電的に中性の化合物を含む、誘電的に中性の成分である成分Ａ、 

および 

－３より大の誘電異方性を有する１種または２種以上の誘電的に正の化合物を

含む、誘電的に正の成分である成分Ｂ、 

を含み、 

前記媒体中の成分Ａの濃度が、２５％～６０％の範囲であり、 

誘電的に正の成分である成分Ｂが、式ＩＩおよびＩＩＩ： 

【化２】 
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式中、 

Ｒ２およびＲ３は、互いに独立して、１～７個のＣ原子を有するアルキル、ア

ルコキシ、フッ化アルキルまたはフッ化アルコキシ、２～７個のＣ原子を有す

るアルケニル、アルケニルオキシ、アルコキシアルキルまたはフッ化アルケニ

ルであり 、 

【化３】 

 
は、互いに独立して、 

【化４】 

 
であり、 

Ｌ２１、Ｌ２２、Ｌ３１およびＬ３２は、互いに独立して、ＨまたはＦであり、 

Ｘ２およびＸ３は、互いに独立して、ハロゲン、１～３個のＣ原子を有するハ

ロゲン化アルキルもしくはアルコキシ、または２もしくは３個のＣ原子を有す

るハロゲン化アルケニルもしくはアルケニルオキシであり、 

Ｚ３は、－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＦ２ＣＦ２－、－ＣＯＯ－、トランス－ＣＨ

＝ＣＨ－、トランス－ＣＦ＝ＣＦ－、－ＣＨ２Ｏ－または単結合であり、そし
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て 

ｌ、ｍ、ｎおよびｏは、互いに独立して、０または１である、 

で表される化合物の群から選択される、１種または２種以上の化合物を含む、 

液晶媒体。」 

 そして、当該液晶媒体は、上記イ及びウの記載（特に【０００１】、【００

０７】を参照した。）を斟酌すると、ＴＮ型（ツイストネマチック型）の液晶

ディスプレイなどに使用可能な、広いネマチック相の範囲、適当な光学異方性

∆ｎ、用いるディスプレイモードに依存して、高い ∆ε および特に低い粘度など

を有することを目的とするものと解され、また、上記オ及びカ（特に【００５

９】、【表１９】の「Ｔ（Ｎ，Ｉ）」を参照した。）には、ネマチック相の温

度範囲について記載されているから、当該液晶媒体は、ネマチック液晶を想定

したものであるといえる。 

 また、上記エには、成分Ａに関し「媒体中の成分Ａの濃度は、・・・最も好

ましくは３５％～６０％の範囲である」こと（【０００９】）が記載され、成

分Ｂに関し「式ＩＩ－１で表される特に好ましい化合物は、 

 

【化７】 

 
であり、式中、Ｒ２は、上で与えられた意味を有する。」こと（【００１

８】）、及び、「好ましくは成分Ｂは、１種または２種以上の式ＩＩＩ－２ｇ

で表される化合物を含み、これは好ましくは、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－

２ｇ－３： 

【化２０】 
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式中、Ｒ３は、上で与えられた意味を有する、 

で表される化合物の群から選択される」こと（【００３０】）が記載されてい

る。 

 これらを総合すると、先願明細書等には、次の発明（以下、「先願発明」と

いう。）が記載されていると認められる。 

 

「液晶媒体であって、 

－式Ｉ： 

【化１】 

 
で表される誘電的に中性の化合物を含む、誘電的に中性の成分である成分Ａ、 

および 

－３より大の誘電異方性を有する１種または２種以上の誘電的に正の化合物を

含む、誘電的に正の成分である成分Ｂ、 

を含み、 

前記媒体中の成分Ａの濃度が、２５％～６０％の範囲であり、 

最も好ましくは３５％～６０％の範囲であり、 

誘電的に正の成分である成分Ｂが、式ＩＩおよびＩＩＩ： 

【化２】 
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式中、 

Ｒ２およびＲ３は、互いに独立して、１～７個のＣ原子を有するアルキル、ア

ルコキシ、フッ化アルキルまたはフッ化アルコキシ、２～７個のＣ原子を有す

るアルケニル、アルケニルオキシ、アルコキシアルキルまたはフッ化アルケニ

ルであり 、 

 

【化３】 

 
は、互いに独立して、 

【化４】 

 
であり、 

Ｌ２１、Ｌ２２、Ｌ３１およびＬ３２は、互いに独立して、ＨまたはＦであり、 

Ｘ２およびＸ３は、互いに独立して、ハロゲン、１～３個のＣ原子を有するハ

ロゲン化アルキルもしくはアルコキシ、または２もしくは３個のＣ原子を有す

るハロゲン化アルケニルもしくはアルケニルオキシであり、 

Ｚ３は、－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＦ２ＣＦ２－、－ＣＯＯ－、トランス－ＣＨ
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＝ＣＨ－、トランス－ＣＦ＝ＣＦ－、－ＣＨ２Ｏ－または単結合であり、そし

て 

ｌ、ｍ、ｎおよびｏは、互いに独立して、０または１である、 

で表される化合物の群から選択される、１種または２種以上の化合物を含み、 

好ましくは、成分Ｂは、下記式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ－１ｃ－１、ＩＩ－１ｄ

－１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表される化合物の群から選

択される、１種または２種以上の化合物を含む、 

ネマチック液晶媒体。 

 

【化７】 

 
であり、式中、Ｒ２は、上で与えられた意味を有する。 

【化２０】 
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式中、Ｒ３は、上で与えられた意味を有する。」 

 (3) 本願発明と先願発明との対比 

 本願発明と先願発明とを対比する。 

 先願発明の「ネマチック液晶媒体」は、本願発明における「ネマチック液晶

組成物」に相当するものである。 

 また、先願発明の「成分Ａ」は、本願発明における「第一成分」に相当する

ものであるとともに、当該成分Ａの濃度としては、最も好ましいとされる３

５％～６０％の範囲が予定されているということができる。 

 そうすると、本願発明と先願発明とは、次の点で一致するといえる。 

「第一成分として構造式(1)、 

【化１】 

 
で表される化合物を 30～65%含有する、 

ネマチック液晶組成物。」 

 そして、両者は、次の点で一応相違するといえる。 

 ・相違点１：本願発明は、第二成分として下記一般式(2)で表される化合物群

から選ばれる３種以上の化合物を含有しているのに対して、先願発明はそのよ

うな特定を有しない点。 

【化２】 

 
(式中、R1 は炭素数 1～15 のアルキル基又は炭素数 2～15 のアルケニル基であ

り、B1、B2、B3 はそれぞれ独立的に(a)トランス-1,4-シクロへキシレン基(この

基中に存在する 1 個の CH2 基又は隣接していない 2 個以上の CH2 基は -O-に

置き換えられてもよい)(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する 1 個の CH2 基

又は隣接していない 2 個以上の CH2 基は -N- に置き換えられてもよい)からな

る群より選ばれる基であり、上記の基(a)、基(b)は CH3 又はハロゲンで置換さ

れていても良く、 

L1、L2、L3 はそれぞれ独立的に単結合、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-

OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-又は-C≡C-を表し、 

Q1 は-OCH2-、-OCF2-、-OCHF-、-CF2-、または単結合であり、X1～X3 はそれ

ぞれ独立して H、F 又は Cl である。) 

 ・相違点２：本願発明は、下記化合物を含有する液晶媒体を除く、と特定し

ているのに対して、先願発明はそのような特定を有しない点 

 

【化３】 
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 (4) 相違点の検討 

 ア 相違点１について 

 先願発明の「成分Ｂ」として好ましいとされる上記式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ

－１ｃ－１、ＩＩ－１ｄ－１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表

される化合物は、本願発明の「第二成分」である上記一般式（２）で表される

化合物に属するものであるから、先願発明の「成分Ｂ」は、本願発明における

「第二成分」に属する化合物を、好ましい化合物として内包するものというこ

とができる。 

 そして、先願発明は、当該式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ－１ｃ－１、ＩＩ－１ｄ

－１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表される化合物を、１種ま

たは２種以上含むものであるから、当該化合物を３種以上含む場合をも包含す

るものと解され、実際、先願明細書等に記載された具体例（上記(1)カの例１４

を参照した。）では、当該式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ－１ｃ－１、ＩＩ－１ｄ－

１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表される化合物に属する３種

の化合物（「ＡＰＵＱＵ－２－Ｆ」、「ＡＰＵＱＵ－３－Ｆ」、「ＣＣＧＵ－

３―Ｆ」）が使用されている。 

 そうすると、先願発明の「成分Ｂ」は、本願発明の「第二成分」である上記

一般式（２）で表される化合物を３種以上含む場合を既に予定したものという

べきであるから、上記相違点１は実質的なものとはいえない。 

 イ 相違点２について 

 上記の先願明細書等に記載された具体例は、本願発明が除くとしている【化

３】の化合物にあたる「ＡＰＵＱＵ－２－Ｆ」及び「ＡＰＵＱＵ－３－Ｆ」を

含有するものであるから、当該具体例自体は、本願発明には属さないものであ

る。しかしながら、先願発明は、上記のとおり、式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ－１

ｃ－１、ＩＩ－１ｄ－１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表され

る化合物を３種以上含有する場合を予定していると解するのが相当であり、ま

た、上記「ＡＰＵＱＵ－２－Ｆ」及び「ＡＰＵＱＵ－３－Ｆ」が必須の化合物

であるというわけでもないから（実際、先願明細書等の【００９３】【表３】、

【００９５】【表５】、【００９７】【表７】、【００９９】【表９】、【０

１０２】【表１２】、【０１０８】【表１３】などには、これらの化合物を使

用しない例が多数記載されている。）、当該具体例が、本願発明には属さない

ものであるからといって、先願発明が、式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ－１ｃ－１、

ＩＩ－１ｄ－１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表される化合物
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を３種以上含有することを排除していることにはならない。 

 してみると、先願発明は、式ＩＩ－１ａ－１、ＩＩ－１ｃ－１、ＩＩ－１ｄ

－１や、式ＩＩＩ－２ｇ－１～ＩＩＩ－２ｇ－３で表される化合物の中から、

「ＡＰＵＱＵ－２－Ｆ」及び「ＡＰＵＱＵ－３－Ｆ」以外の３種以上の化合物

を選択することを予定しているものと解するのが合理的であるから、上記相違

点２は、実質的な相違点であるとはいえない。 

 ウ そして、上記相違点２において検討した、本願発明が除くとしている 

【化３】の化合物は、上記相違点１において検討した、一般式（２）で表され

る化合物に属するものであるから、相違点１、２に係る本願発明の技術的事項

は、要するに、本願発明の「第二成分」を、一般式（２）で表される化合物の

中から、【化３】の化合物以外の化合物を３種以上選択することにほかならな

いと解されるが、当該選択により奏される効果の顕著性を斟酌して、上記相違

点１、２を実質的なものと認めることもできない。 

 その理由は以下のとおりである。 

 当該効果に着目しながら、本願明細書を仔細にみると、本願明細書の【実施

例】以外の箇所には、当該効果に関する明示的な記載は見当たらない。 

 他方、同【実施例】には、上記選択により配合されたネマチック液晶組成物

の具体例として、【表１】の実施例１～３及び【表２】の比較例１～３の組成

物が記載され、これらの具体例の特性（上記「所望特性」）が示されている。

しかしながら、上記「１ サポート要件についての当審の判断」において検討

したとおり、当該具体例の特性（「所望特性」）から看取できる効果は、本願

発明の第一成分及び第二成分のみに依拠するものとまではいえないし、当該第

二成分が同特性（「所望特性」）に大きな影響を与えるものであると仮定して

も、そこから看取できる効果は、当該具体例において使用されている具体的な

３種の化合物（「２－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐｈ１―Ｆ」、「３－Ｃｙ―Ｃｙ－

Ｐｈ―Ｐｈ１―Ｆ」、「４－Ｃｙ―Ｃｙ－Ｐｈ―Ｐｈ１―Ｆ」）を特定の配合

量で用いた態様か、これと同等の効用を発現することが技術常識からみて明ら

かな態様により奏されるものに限られるというべきである。そうである以上、

上記選択により奏される効果が、上記具体例の特性（「所望特性」）から看取

できる効果として発現しているとしても、これを本願発明のネマチック液晶組

成物全体の効果として受け入れることはできない。 

 さらに、仮に、上記選択により奏される効果が、本願明細書の【０００９】

などに記載された、液晶相温度範囲が広く、粘性が低いアクティブマトリクス

型液晶表示素子用液晶組成物を提供することにあるとしても、このような効果

（当該選択の目的ないし課題ということもできる。）は、先願発明のそれと軌

を一にするものと解するのが相当であるから（先願明細書等の上記(1)ウなどの

記載によると、先願発明も、広いネマチック相の範囲や低い粘度を解決課題と

していることが分かる。）、当該効果に格別顕著なところを見い出すこともで

きない。 

 以上の点を併せ考えると、上記選択により奏される効果の顕著性を斟酌して、

上記相違点１、２を実質的なものと認めることはできない。 

 エ 以上の検討のとおり、上記相違点１、２は形式上の相違点にすぎず、実
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質的なものとはいえないから、本願発明は、先願発明と同一であるため、特許

法第２９条の２の規定により、特許を受けることができないものである。 

 

第５ むすび 

 

 以上のとおりであるから、本願は、特許法第３６条第６項第１号の規定及び

同法第２９条の２の規定に違反するものであるから、拒絶すべきものである。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  平成３０年１０月２２日 

 

審判長 特許庁審判官 冨士 良宏 

特許庁審判官 日比野 隆治 

特許庁審判官 原 賢一 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．５３７－Ｚ（Ｃ０９Ｋ） 

１６ 

 

審判長 特許庁審判官 冨士 良宏 8830 

特許庁審判官 原 賢一 9062 

特許庁審判官 日比野 隆治 9043 

 

 


